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１．｢茨城県電子納品ガイドライン｣
の概要

H1７.6茨城県土木部発行

入手可↓

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/
01class/class03/shirase/00-03d.htm
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２．定義と実施計画

(本文P2～３)

電子納品とは･･･

<期待する効果>

･事務の効率化
･経費節減
･省スペース化
･情報伝達の
確実性向上

工事段階

設計段階

調査段階

納　品

納　品

納　品



２．定義と実施計画 (本文P２)

表「茨城県の電子納品要領・基準」

全般 ○土木工事 ○建設コンサルタント業務

共通仕様書 共通仕様書

○設計 ○測量 ○地質調査

電子納品 <写真帳作成に関して> <電子納品全体に関して>

｢土木設計業
務等の電子納
品要領(案)｣
国土交通省※

｢測量成果電
子納品要領
(案)」
国土交通省※

｢地質・土質
調査成果電子
納品要領(案)
国土交通省※

　｢ＣＡＤ製図基準(案)｣　　　国土交通省※

<(必要な場合)写真帳作成に関して>

工事の場合と同じ

<(必要な場合)図面作成に関して>

　業務の場合と同じ

電子納品の手引き

※

工事 業務

(茨城県土木部･企業局) (茨城県土木部)

<図面作成に関して>

｢工事完成図書の電
子納品要領（案）｣
　　　国土交通省※

｢デジタル写真管理情報基準(案)」

　　　　　　　　　　国土交通省※

県で規程のない要領等については、発注時点で国土交通省が適用している各要領等に
準拠することとする。

｢茨城県電子納品ガイドライン｣　 (茨城県土木部)

｢写真管理基準(案)｣
　　　　　　 (茨城県土木部･企業局)



<(2)計画>２．定義と実施計画 (本文P４)

   電子入札・納品導入スケジュール
H19～

２億円以上

5000万円以上 (ﾗﾝｸA)

3000万円以上 (ﾗﾝｸB)

1000万円以上

完全導入

設計
(本庁起工かつ1000万円以上)

測量･設計･地質

 (500万円以上)

 完全導入

   ※電子入札案件は，原則として電子納品もセットで実施。

   ※なお，上記範囲以外でも電子納品モデル事業に選定しうる。

H17年度 H18年度H15年度 H16年度

<工事>

<業務>



(本文P４)

成果品すべての
電子化

設 計
測 量
調 査

②委託業務

写真帳の電子化土木工事①工 事

内 容工 種

２．定義と実施計画

上表のほか，建築・電気・機械工事に関する実施については，営繕課の方針よる。
調査のうち，補償調査は対象としない。

なお，県の方針を見直す場合には，検査指導課より別途指示を行う。



３．工 事 (本文P６)

○提出部数及び形式

写真帳 ・電子媒体ＣＤ－Ｒ２部

・紙媒体 １部

※写真管理基準（案）「デジタル工事
写真による提出頻度」に基づく）
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建設工事必携
～７－１ 写真管理基準（案）～
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デジタル工事写真による提出頻度



３．工 事 (本文P９)

工事番号：1７国補道橋改第1７-03-○-0-001号

工事名称：平成○年度 道路改良工事 県道○○線

作成年月：平成○年○月

発注者名：○○土木事務所

請負者名：㈱○○○建設

何枚目／総枚数：1枚目／１

ウィルスチェック情報：○○○ソフト

定義○年○月○日版

チェック○年○月○日

フォーマット形式： ISO9660(ﾚﾍﾞﾙ1)

電子媒体への直接印字
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３．工 事
（本文Ｐ１０）

検査時の対応

検査の準備は，原則として発注者が行う。

（ＰＣ，プリンタ）

写真帳の検査は，基本的には，成果物を用い
て行う。

（電子媒体及び代表的な箇所等を納めた紙媒体）



○提出部数及び形式

(本文P1１～1２)

設 計

測 量

調 査

４．業 務

○電子化の対象書類

電子化が可能なもの

電子媒体（ＣＤ－Ｒ）２部
製本１部及び原図１式



14

４．業 務 (本文P15)

TECRIS登録番号：08-△△△△

工事名称：国補河川改修第1６-0５-○-0-0５1号
平成○年度 河川詳細設計 △△△川

作成年月：平成○年○月

発注者名：○○土木事務所

受注者名：㈱○○○建設

何枚目／総枚数：1枚目／１

ウィルスチェック情報：○○○ソフト

定義○年○月○日版

チェック○年○月○日

フォーマット形式： ISO9660(ﾚﾍﾞﾙ1)

電子媒体への直接印字
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電子納品の実施手順イメージ

【事 前】 ①特記仕様書作成・・・Ｐ２４～２５

（発注者） 発注前に電子納品対象を明言

【施工中】 ②受発注者の協議・・・Ｐ２１～２３

（受発注者） チェックリスト等で確認・決定

【検査時】 ③提出物チェック・・・Ｐ２１～２３

（受発注者） チェックリスト等で確認

④本検査の実施・・・Ｐ１０，Ｐ１６

成果品のチェック
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成果品のチェック

①チェックシステムでチェック
（検査指導課のHPから もダウンロード出来ます。）

②エラーを修正し，発注者に提出して下

さい。



２．定義と実施計画 (本文P５)

(３)その他

実施に伴う歩掛りを工事･業務
とも増減しない。



18

２．ガイドラインの改訂ポイント

①地質調査に関して

国土交通省が策定している「地質・土質調査
成果電子納品要領（案）」を準用することとし
た。

②電子納品の適用範囲

補償調査を除く調査を電子納品の対象とした。

③事前協議内容チェックシ－ト

チェック項目の見直し（スリム化）
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３．国土交通省の適用との主な相違点

国はISO規格の「ｐ２１｣としたが、本県では当面の間、ISO
規格でないが低容量となる「ｓｆｃ｣。

CADデータSXF形
式の拡張子
(バージョン)

3

国は電子媒体のみだが，本県は電子媒体に加え紙媒体も提出。
（ＣＤ-Ｒ２部，紙媒体１部及び原図１式を標準とした。）

業務における電
子化項目と提出
物仕様

2

国は完成書類（出来形書類・図面、施工計画書等）全てだが、
本県では写真帳のみ(場合によりCAD図面も含む）。
なお、写真帳の基本的な提出仕様は、国は電子媒体のみだが、
本県は電子媒体に加え紙媒体(概要版的な内容）も提出。

工事における電
子化項目と提出
物仕様

1

内 容分 野
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４．ＨＰのご紹介
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電子納品ガイドライン
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チェックシステム
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研修テキスト
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よくある質問
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メールでのやり取りの際の添付ファ
イルの容量制限は？

３ＭＢまで。（事前協議等で確認）
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利用できるＣＡＤは？
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５．保管管理システムについて

電子納品保管管理
システム

ダウンロード

閲 覧

登 録

成果品

検 索

工事番号：1234-5
年度：平成○年度

検 索

統合DB

連　携

○○システム

チェック

職 員

技術公社
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保管管理システム

●対象業務

当面，委託業務のみ

設計，測量，調査

（ただし，地質調査は除く。）

●平成１８年４月から運用開始
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